
茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例第１０条協議及び都市計画法第３２条協議提出書類
都市計画法第３２ ■条協議 □ □ □ □ □ □ □

※　特定開発事業協議書の写しの表紙右
上に担当課の課名を記入すること。

※　担当課の指示により図面等を差替え
た場合は、開発審査課の図面も必ず差替
えること。
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手続・ 第22条基準条例該当条項 第23条 第24条 第36条 第25条 第30条 第26条 第27条 第28条 第31条 第32条 第３３条 第29条 第37条 第39条

※　３２条協議が必要なときは「都市計画
法第３２条による協議について」を添付す
ること。 道路 排水施設 公園等 緑化 消防水利
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警察署長
との協議

番号 図面の名称
1 付近見取図 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
2 現況図 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
3 公図の写し ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
4 求積図 ◎ ◎ ◎

5
公共施設の新旧対照図
※　３２条協議が必要なときのみ

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

6 土地利用計画図 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
7 造成計画平面図 ◎ ◎ ◎
8 造成計画断面図 ◎ ◎ ◎
9 道路標準断面図 ◎ ◎

10 道路縦断面図 ◎ ◎
11 道路構造図 ◎ ◎
12 排水施設計画平面図 ◎ ◎ ◎ ◎
13 排水施設標準断面図 ◎ ◎ ◎ ◎
14 排水施設縦断面図 ◎ ◎ ◎
15 排水施設構造図 ◎ ◎ ◎ ◎
16 給水施設計画平面図 ◎ ◎
17 施設求積図 ◎ ◎ ◎ ◎
18 施設平面図 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
19 施設横断図 ◎ ◎ ◎
20 施設構造図 ◎ ◎ ◎ ◎
21 地下埋設図 ◎ ◎

22
擁壁構造図

◎※高さ１メートルを超えるものについては、
構造計算書を添付

23 各階平面図・立面図（緑化含む） ◎ ◎（緑化） ◎ ◎ ◎ ◎
24 断面図・日影図 ◎
25 土地の登記事項証明書の写し ◎
26 隣接道・水路境界確定図の写し ◎ ◎
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